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韮
崎
市
告
示
第
十
一
号

地
方
自
治
法
第
二
四
三
条
の
三
並
び
に
韮
崎
市
財
政
事
情
の
作
成
及
び

公
表
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け

る
韮
崎
市
の
財
政
事
情
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
一
日
　
　
　
韮
崎
市
長
　
小
野
修
一

平
成
十
四
年
度
当
初
予
算
状
況

歳入歳出を予算別に見ると

財

政

事

情

の

公

表

財政事情の公表は、市の財政がどのように運営され、どのような状況にあるのかを市民の皆さん
に広く知っていただくため、毎年 6 月と11月の広報により公表しているものです。
今回は、平成14年度の当初予算状況のほか、平成13年度最終予算状況についてその概要を公表し

ます。

快適で住みよいまちをめざして  快適で住みよいまちをめざして  まちをめざして  
情韮崎市の財政事情を公表しますす  情を公表します  

予算総額　112億6,900万円 

総務費（10.2％） 
11億4,864万2千円 

民生費（23.4％） 
26億3,340万9千円 

衛生費（11.2％） 
12億6,222万2千円 

農林水産業費（9.0％） 
10億1,131万5千円 

土木費（14.3％） 
16億923万7千円 

教育費（11.3％） 
12億7,061万5千円 

公債費（13.2％） 
14億8,849万6千円 

その他（7.4％） 
8億4,506万4千円 

市税（37.9％） 
42億7,037万3千円 

地方消費税交付金（2.7％） 
3億円 

地方交付税（19.1％） 
21億5千万円 

使用料及び手数料（3.3％） 
3億7,288万6千円 

国庫支出金（7.8％） 
8億7,540万4千円 

県支出金（6.0％） 
6億7,811万5千円 

繰入金（8.6％） 
9億6,944万1千円 

諸収入（1.2％） 
1億4,053万円 

市債（6.4％） 
7億2,480万円 

その他（7.0％） 
7億8,745万1千円 

歳入 歳出 
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財
政
事
情
の
公
表

北西児童センター

韮崎スポーツクラブ

快適で住みよいいまちをめざして  快適で住みよいいまちをめざして  快適で住みよい
韮崎市の財政事韮崎市の財政事情を公表します  韮崎市の財政事

歳出予算を性質別に見ると

主な投資的事業は

歳出総額　112億6,900万円 

人件費（20.3％） 
22億8,302万5千円 

扶助費（8.7％） 
9億7,866万3千円 

繰出金（9.4％） 
10億6,315万8千円 

物件費（16.2％） 
18億2,479万1千円 

普通建設事業費（16.9％） 
18億9,920万5千円 

貸付金（0.5％） 
5,740万円 

公債費（13.2％） 
14億8,849万6千円 

その他（1.2％）1億3,992万9千円 
 

補助費等（13.6％） 
15億3,433万3千円 

歳 出 

美しい自然と共生する快適なまちづくり

峡北広域行政事務組合（ごみ処理施設建設費)
負担金　　　　　　　　　 2億1,791万1千円
公共下水道整備事業 9億7,323万1千円
市単独道路整備事業 2億4,869万円

特定農山村地域特別対策事業　　1億704万2千円
県営畑地帯総合土地改良事業　　　　 7,530万円
小土地改良事業　　　　　　　　 1億2,043万円
釜無川右岸農免農道整備事業　　2億203万6千円

韮崎小学校改築事業　　　　　　　5,702万4千円
韮崎スポーツクラブ設立事業　　　1,305万6千円
史跡新府城跡発掘調査事業　　　　3,000万2千円

地域子育て支援センター運営事業　　361万6千円
市町村合併推進事業　　　　　　　　540万2千円

豊かな人間性とふれあいを育むまちづくり

市民と行政が協働するまちづくり

多彩な産業が発展するまちづくり

誰もが安心できるまちづくり

児童センター運営事業（北東・甘利・北西） 1,867万9千円
介護予防事業（通所支援・配食サービス等） 4,000万4千円
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１人当たりの行政サービス費用は・・・

市民１人当たりの
行政サービス費341,071円

市民１人当たりの
国保医療サービス費190,426円

軽自動車税　1,687円 入湯税　　 164円市たばこ税　6,836円

市民税（個人）36,506円
（法人）38,214円

固定資産税（個人）87,384円
（法人）141,220円

特別土地保有税 335円 国民健康保険税　　62,830円

都市計画税（個人）3,485円
都市計画税（法人）1,543円

市民１人あたりの負担とサービス  市民１人あたりの負担とサービス  市民１人あたりの負担とサービス  市民１人あたりの負担とサービス  
１人当たりの市税負担は・・・
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当 初 予 算 に み る  

市 民１人あたりの負担とサービス  市民１人あたりの負担とサービス  市民１人あたりの負担とサービス  市民１人あたりの負担とサービス  

特 別 会 計 名  

国民健康保険  

老 人 保 健  

簡 易 水 道  

介 護 保 険  

会 計 企 業 名  

予 算 額  

2,139,059 

2,929,333 

80,626 

1,385,180

2,340,086 

2,340,086 

850,994 

1,049,271 

798,557 

798,557 

214,379 

386,589

特 別 会 計 名  

介護サービス事業 

下 水 道 事 業  

　 

甘利山財産区  

予 算 額  

16,745 

1,535,061 

18,665 

6,361

恩賜林保護財産区 
（第1鈴嵐外6会計） 

特別会計と企業会計の当初予算状況 （単位：千円） 

韮崎市立病院事業 

韮崎市水道事業 

区　　分 

収益的収入 

収益的支出 

資本的収入 

資本的支出 

収益的収入 

収益的支出 

資本的収入 

資本的支出 

過年度分損益勘定留保資金　　　98,277 

建設改良積立金　　　　　　　 100,000

当年度分消費税資本的収支調整額　8,200 

当年度分損益勘定留保資金 　　 164,010

予算現額 資本的収支補てん財源 

特
別
会
計 

企
業
会
計 

総
務
費  

118円 

教
育
費  

140円 

農
林
水
産
業
費  

76円 

民
生
費  

172円 公
債
費 

146円 土
木
費  

119円 

衛
生
費 

136円 

議
会
費  

24円 
労
働
費  

2円 

商
工
費  

22円 

消
防
費  

43円 
予
備
費  

2円 

住みよい町づくりのために 
　　　　　　税金1,000円の使われ方 
住みよい町づくりのために 
　　　　　　税金1,000円の使われ方 
住みよい町づくりのために 
　　　　　　税金1,000円の使われ方 
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一 般 会 計

特 別 会 計

国 民 健 康 保 険

老 人 保 健

簡 易 水 道

下 水 道 事 業

恩賜林保護財産区
（第１鈴嵐外６会計）

甘 利 山 財 産 区

合　　計

配水量（k） 4,444,792
有収水量（k） 3,681,679
給水戸数（戸） 10,248
給水人口（人） 27,669

過年度分損益勘定留保資金　　　　14,724   
当年度分損益勘定留保資金　　　　53,386
当年度分消費税資本的収支調整額　 3,405

病
院
事
業

韮
崎
市
立

水
道
事
業

韮
崎
市

延患者数（人）
入　　院　　　　56,659
うち介護　　　　 5,408
外　　来　　　 103,071
計　　　　　159,730

13,639,755

7,543,122

2,131,832

2,860,882

54,311

1,320,440

1,163,506

10,633

1,518

21,182,877

平成１４年３月３１日現在　（単位：千円）

9,743,703

6,079,210

1,780,660

2,574,877

25,022

683,052

1,004,886

9,579

1,134

15,822,913

3,896,052

1,463,912   

351,172

286,005   

29,289

637,388

158,620

1,054

384

5,359,964

内
　
　
訳

このたび、平成１3年度特別交付税が交付決定されました。特別交付税は、普通交付税に算定されない特別な財政需要の増
加及び、市個別の特殊事情があるなどにより、国の予算の範囲内で交付されるものです。
韮崎市の平成１3年度決定額は、8億8,917万3千円で、前年度比6.6％の減でした。

過年度分損益勘定留保資金　　　　57,409
当年度分消費税資本的収支調整額 127

会　　計　　名 最終予算現額 支出済額 差引額
平
成
十
三
年
度 

最
終
予
算
状
況 

企業会計 区　分 予算現額 執行済額 資本的収支補てん財源 業 務 量

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

2,324,797

2,324,797

35,080

92,619

2,326,329

2,316,593

35,079

92,615

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

754,129

754,129

74,791

186,960 

732,047

730,507

73,934

145,449

現　債　額 885,749

現　債　額 4,222,230

特別交付税の過去１０年間の推移 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

80

120

100

（千円） （％） 

4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 

705,123705,123 686,642686,642 679,060679,060 682,559682,559 714,209714,209 725,994725,994 772,566772,566 895,106895,106 952,041952,041 889,173889,173705,123 686,642 679,060 682,559 714,209 725,994 772,566 895,106 952,041 889,173

107.71107.71

97.3897.38
98.9098.90

100.52100.52

104.64104.64

101.65101.65

106.41106.41

115.86115.86

106.36106.36

93.4093.40

107.71

97.38
98.90

100.52

104.64

101.65

106.41

115.86

106.36

93.40

金額 

伸び率 

介 護 保 険
介 護 サ ー ビ ス 事 業



0

3,000,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

15,000,000
（千円） 

4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 （見込） 
 

7,645,819

594,000 839,100

2,652,400
2,206,400

2,900,700 2,741,100

1,671,800
1,214,900 1,105,700 935,400

7,774,411

9,609,749

11,945,488
12,553,544

13,108,861

13,969,503
13,574,626 13,817,861 13,715,310

現在高 

発行額 

一般会計債　132億8,843万円 
衛生債（28.9％） 
38億3,653万円 

土木債（23.9％） 
31億7,115万5千円 

総務債（20.6％） 
27億3,343万6千円 

教育債（13.7％） 
18億2,452万6千円 

農林水産業債（6.8％） 
8億9,719万7千円 

その他（6.1％） 
8億2,558万6千円 

－7－

市民の皆さんが加入している簡易
生命保険などの積立金は地元に還元
され、韮崎市の平成13年度公共事業
にこのように役立っています。

韮崎東中学校プール建設事業

目的別　市債の現在高状況 

過去１０年間の市債発行額及び現在高の推移 

国民年金や簡易生命保険がこのように役立っています 

区　　分 

簡易生命保険 

簡易生命保険 

簡易生命保険 

郵便貯金資金 

事　業　名 

韮崎東中学校プール建設事業 

公共下水道事業 

辺地対策事業 

円野清哲地区農道整備事業 

融　資　額 

53,900 

527,500 

22,000 

81,000

（単位：千円） 
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６
月
１
日
〜
７
日
は
水
道
週
間

蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
好
き
な
だ
け
き
れ
い
な
水
が
利
用
で
き
る
水
道

水
は
、
こ
れ
か
ら
夏
に
か
け
て
、
需
要
が
ま
す
ま
す
増
え
て
き
ま
す
。
水
は
私
達
の
快
適
な
暮
ら

し
を
支
え
る
大
切
な
資
源
で
す
。
使
い
方
一
つ
で
無
駄
に
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
節
約
す
る
こ
と

も
で
き
る
の
で
す
。

六
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
の「
水
道
週
間
」に
あ
た
り
、
水
の
大
切
さ
を
も
う
一
度
見
直
し
て
、

安
全
で
お
い
し
い
水
を
毎
日
使
え
る
よ
う
に「
韮
崎
市
の
水
道
」に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

検
針
に
ご
協
力
を

水
道
メ
ー
タ
ー
は
貸
与
品
で
す
の

で
、
い
つ
も
清
潔
に
管
理
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
検
針
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え

る
よ
う
に
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に

は
物
な
ど
を
乗
せ
な
い
等
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

お
支
払
い
は

口
座
振
替
が
便
利

水
道
料
金
の
お
支
払
い
に
は
口
座
振

替
が
便
利
で
す
。
簡
単
な
手
続
き
で
あ

な
た
の
口
座
か
ら
自
動
的
に
水
道
料
金

を
支
払
う
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
が

で
き
る
金
融
機
関

山
梨
中
央
銀
行
・
美
駒
信
用
組
合
・

甲
府
信
用
金
庫
・
甲
府
商
工
信
用
金

庫
・
Ｊ
Ａ
梨
北
各
支
所
・
三
井
住
友
銀

行
・
郵
便
局

●
お
問
い
合
わ
せ

市
上
下
水
道
課
　
水
道
室
　

（
1
内
線
４
１
１
〜
４
１
６
）

環
境
講
座
開
催

地
球
的
規
模
の
環
境
問
題
や
身
近
な

ご
み
問
題
に
つ
い
て
、
正
し
い
知
識
と

理
解
を
深
め
、
快
適
で
豊
か
な
環
境
づ

く
り
の
推
進
を
目
的
と
し
て
次
の
講
座

を
開
催
し
ま
す
。

■
６
月
29
日
（
土
）
台
所
か
ら
守
ろ
う
、

水
環
境

■
８
月
24
日
（
土
）
親
子
三
代
で
楽
し

む
「
私
た
ち
が
生
ま
れ
た
地
球
を
み
つ

て
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

も
し
、
あ
な
た
が
無
届
け
工
事
を
行

っ
た
場
合
、
そ
の
工
事
は
条
例
に
よ
り

罰
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
給
水
す
る

こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

水
道
管
が
破
裂
し
た
場
合
で
も
個
人

が
修
理
す
る
と
無
届
け
工
事
と
な
り
ま

す
。
こ
の
た
め
水
道
室
で
は
休
祭
日

（
土
曜
日
を
含
む
）
に
は
待
機
当
番
制

に
よ
り
市
民
の
皆
様
か
ら
の
ご
相
談
が

い
つ
何
時
で
も
受
け
ら
れ
る
様
に
な
っ

て
い
ま
す
。

こまめに節水

水
を
安
定
的
に

供
給
す
る
た
め
に

生
活
文
化
の
向
上
に
伴
い
、
水
道

水
の
需
要
は
毎
年
上
昇
の
一
途
を
た

ど
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
市
の
長

期
計
画
及
び
水
道
事
業
拡
張
計
画
に

基
づ
き
、
水
源
の
確
保
や
施
設
整
備

及
び
日
常
の
維
持
管
理
を
行
い
、
皆

様
方
に
安
定
し
た
水
の
供
給
を
行
え

る
よ
う
、
日
夜
努
力
し
て
い
ま
す
。

ま
た
今
後
さ
ら
に
老
朽
化
し
た
施
設

整
備
等
を
行
い
、
よ
り
安
定
し
た
水

の
供
給
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

水
道
工
事
は指

定
業
者
で

韮
崎
市
の
全
て
の
上
水
道
工
事

は
、
市
が
認
可
し
た
工
事
指
定
業
者

以
外
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
新
設
、
増

設
修
理
等
水
道
管
に
関
す
る
工
事
全

め
て
」（
カ
ラ
ー
ス
ラ
イ
ド
と
音
楽
で

楽
し
む
星
た
ち
の
世
界
）

■
10
月
19
日
（
土
）
新
可
燃
施
設
の
ご

み
分
別
に
つ
い
て

■
12
月
７
日
（
土
）
循
環
型
社
会
の
構

築
に
向
け
て

■
２
月
８
日
（
土
）
環
境
に
や
さ
し
い

暮
ら
し
方

時
間
　
午
後
２
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

場
所
　
市
役
所
別
館
会
議
室

講
師

山
梨
県
環
境
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
　
　

雨
宮
由
美
子
　
他

対
象

市
民

費
用

無
料

申
込
み

６
月
21
日
ま
で

●
お
問
い
合
わ
せ

市
民
生
活
課
環
境
室
環
境
保
全
係

（
1
内
線
１
２
２
）

み
ん
な
で
防
ご
う

土
砂
災
害

６
月
は
「
土
砂
災
害
防
止
月
間
」
で

す
。
大
雨
や
大
地
震
の
と
き
は
、
土
砂

災
害
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
国
土
交
通

省
と
各
都
道
府
県
で
は
、「
み
ん
な
で

防
ご
う
土
砂
災
害
」
を
合
い
言
葉
に
、

毎
年
６
月
を
「
土
砂
災
害
防
止
月
間
」

と
定
め
て
い
ま
す
。

今
年
の
梅
雨
入
り
も
間
近
で
す
、
こ

れ
を
機
会
に
み
な
さ
ん
の
自
宅
周
辺
の

裏
山
や
沢
な
ど
の
点
検
、
緊
急
時
の
避

難
場
所
や
連
絡
先
な
ど
、
家
族
で
確
認

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

●
お
問
い
合
わ
せ

富
士
川
砂
防
工
事
事
務
所
　
調
査
課

1
０
５
５
ー
２
５
２
ー
７
１
５
６



合併特例法のタイムリミットを平成17年3月末に控え、国や県は市町村の自主的合
併に対して幅広く支援を行うとしています。今月は、国の合併特例法の中でも大き
なウエイトを占める、財政支援と地方交付税について考えます。

－9－

シリーズ“一緒一緒に考えよう韮崎市韮崎市の将来将来” 
そのその2

シリーズ“一緒一緒に考えよう韮崎市韮崎市の将来将来” 
そのその2

シリーズ“一緒に考えよう韮崎市の将来” 
その2

地方交付税とは？
全国どこに住む住民でも標準的な行政サービスが受け

られるように、国税のうち所得税、法人税、酒税、消費
税及び国のたばこ税をそれぞれ一定割合の額で、一定の
基準により国が交付する税金のことです。
地方交付税には普通地方交付税と特別地方交付税があ

りますが、一般的に地方交付税と言うときは、「普通地方
交付税」を指します。
県内64市町村のうち、自前の収入で経費を賄える交付

税の不交付団体は昭和町と忍野村、山中湖村の３町村
（平成13年度）しかなく、その他の県内市町村には総額で
約874億円（平成13年度）の普通交付税が交付されていま
す。韮崎市には約21億円（平成13年度）が交付され、市
の歳入予算の約15％を占めています。
地方自治体にとって、欠くことのできない地方交付税

ですが、国の一般会計だけでは賄いきれず特別会計から
借り入れるなどして、地方に交付しているのが現状です。

国の財政支援の主なものは？

１ 普通交付税の算定の特例

合併した自治体はスリムになるため、交付税の減
額が予想されますが、合併後10年間に限り、合併前
の各自治体の交付税算定額を全額保障するとしてい
ます。（その後５年間で段階的に解消する）

２ 合併後の建設事業に対する財政支援

市町村建設計画に基づいた施設を建設する場合、
合併後10か年度に限り、地方債（合併特例債）の発
行が認められます。これは、事業費の95％が借金
（合併特例債）でき、さらに元利償還金の70％が普通
交付税に上乗せされるものです。

３ 合併前の建設事業に対する財政支援（新規）

合併前であっても、複数の市町村にまたがる公共
施設などの整備に対して、平成14年度から地方債
（合併前事業特例債）の発行が認められ、元利償還
金の50％が普通交付税に算入されます。（法定合併
協議会がつくられ、国県から合併重点地域に指定さ
れていることが条件です。）

４ 合併準備経費に対する財政支援

合併協議会や啓発事業の経費、市町村建設計画
作成経費などに対しての財政支援（特別地方交付税
や補助金）があります。

地方交付税をめぐる情勢

現在、国では地方交付税の削減、全国一律の行政
サービスの見直し（小規模自治体への交付税割増配分
の見直し）などが検討されており、地方自治体を取り
巻く環境はますます厳しくなっています。
例えば、小規模自治体への交付税割増補正の一つ

である「段階補正」が見直され、平成14年度から３年間
で、交付税が約2,000億円削減される予定です。最も
影響の大きい人口4,000人規模の自治体では３年間で
5,500万円の減額、30,000人規模の本市では3,000万円
の減額となります。
さらに、借金（地方債）の元利償還金を交付税で補

てんする「事業費補正」でも、発行額の圧縮とともに、
交付税補てん割合が原則30％（現行は60～70％）まで
引き下げられます。

平成17年3月のタイムリミットをどのように迎える
のか。市民の皆さんが不利益とならない道は何な
のか。市の進むべき道は「合併」か「自立」か、そ
の議論を深めていかなければならない時ではな
いでしょうか。

地方交付税算定の特例（イメージ図） 

（11年度以降段階的に縮減） 

合併算定替による 
普通地方交付税の増加額 

合併後の本来の 
普通地方交付税額 

合併 10年 15年 



申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

各
種
福
祉
・
扶
養
手
当

－10－

児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
と
生
計
を
別

に
し
て
い
る
十
八
歳
未
満
の
児
童
（
身

体
・
精
神
に
障
害
の
あ
る
場
合
は
二
十

歳
未
満
）
を
監
護
し
て
い
る
母
、
又
は

母
に
代
わ
っ
て
児
童
を
養
育
し
て
い
る

方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。（
た
だ
し
、
老

齢
年
金
以
外
の
公
的
年
金
の
受
給
者
は

除
き
ま
す
。）

対
象
児
童

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

②
父
が
死
亡
・
生
死
不
明
の
児
童

③
父
に
一
定
の
障
害
の
あ
る
児
童

④

父
に
一
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る

か
、
父
が
一
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る

児
童

⑤

母
が
婚
姻
し
な
い
で
生
ま
れ
た
児

童
。
た
だ
し
児
童
が
公
的
年
金
を
受
給

で
き
る
と
き
や
、
児
童
福
祉
施
設
・
里

親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
と
き
、
ま
た
母

の
配
偶
者
（
内
縁
関
係
も
含
む
）
に
養

育
さ
れ
て
い
る
と
き
は
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
在
宅
の
心

身
障
害
児
（
二
十
歳
未
満
）
で
、
次
の

障
害
程
度
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
保

護
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
一
級

身
体
障
害
者
手
帳
一
・
二
級

療
育
手
帳
Ａ

②
二
級

身
体
障
害
者
手
帳
三
・
四
級

の
一
部

療
育
手
帳
Ｂ

児
童
手
当

児
童
手
当
は
、
未
就
学
児
童
（
平
成

八
年
四
月
二
日
以
降
の
誕
生
）
を
養
育

さ
れ
て
い
る
、
所
得
制
限
額
以
下
の
方

の
み
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

支
給
期
間
　
六
歳
到
達
以
後
の
最
初
の

三
月
ま
で

支
給
金
額

①
第
一
・
二
子
　
　
五
千
円
（
月
額
）

②
第
三
子
以
降
　
　
一
万
円
（
月
額
）

＊
請
求
方
法
及
び
所
得
制
限
額
な
ど
受

給
要
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
児
童
福
祉

係
に
ご
確
認
下
さ
い
。

児
童
手
当
現
況
届

児
童
手
当
を
受
給
中
の
方
（
四
月
中

ま
で
に
認
定
請
求
さ
れ
た
方
を
含
む
。）

は
、
児
童
手
当
現
況
届
が
必
要
で
す
。

六
月
中
旬
頃
、
対
象
者
の
方
に
直
接

市
福
祉
保
健
課
福
祉
室
か
ら
書
式
を
送

付
い
た
し
ま
す
の
で
、
同
封
の
留
意
事

項
に
し
た
が
っ
て
、
定
め
ら
れ
た
期
限

内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

現
況
届
け
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、

支
給
が
差
し
止
め
ら
れ
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

各
種
福
祉
・
扶
養
手
当

特
別
障
害
者
手
当
等

特
別
障
害
者
手
当

身
体
ま
た
は
精
神(

最
重
度
の
知
的

障
害
者
）
に
著
し
く
重
度
の
障
害
が
あ

る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
介

護
を
要
す
る
在
宅
の
二
十
歳
以
上
の
心

身
障
害
者
で
、
国
民
年
金
法
の
一
級
程

度
の
障
害
が
重
複
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ

る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

障
害
児
福
祉
手
当

日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
介
護
を
要

す
る
在
宅
の
二
十
歳
未
満
の
心
身
障
害

児
で
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
一
級
程

度
の
障
害
と
認
め
ら
れ
る
方
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

重
度
心
身
障
害
児
福
祉
手
当

在
宅
の
心
身
障
害
児
（
十
八
歳
未
満
）

で
、
次
の
障
害
程
度
の
児
童
の
保
護
者

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
一
〜
三
級

②
療
育
手
帳
Ａ
〜
Ｂ
１

●
問
い
合
わ
せ

児
童
手
当
（
現
況
届
）
・
児
童
扶
養

手
当福

祉
保
健
課
福
祉
室
　
児
童
福
祉
係

（
1
内
線
１
３
２
・
１
３
３
）

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障
害
者

手
当
等
・
重
度
心
身
障
害
児
福
祉
手
当

障
害
者
福
祉
保
護
係

（
1
内
線
１
３
４
・
１
３
５
）

韮崎市単独融資制度のごあんない・利子の30％を補助する制度を新設 韮崎市単独融資制度のごあんない・利子の30％を補助する制度を新設 
韮崎市では、勤労者福祉の向上と市内中小企業者の経営振興及び不況対策として資金の融資により経営の安定化を図るため、各種制度の資金
貸付けを行っています。本年度より下表利子補給資金を対象に、償還期日内に償還した利用者に対し利子の30％を補助する制度を新設しました。 

問合せ先　産業経済課商工観光室商工労政係（1内線242） 

融　　資　　名 融　資　対　象 

市内中小企業の個人・企業 

同　　　　　上 

同　　　　　上 

同　　　　　上 

市内に店舗を経営し、店舗の新築・増改 
築等近代化を行う企業又は個人 

市内において１年以上事業所を経営し、 
住所を有する企業者 

市内に住所又は事業所を有する小規模 
企業者に無担保・無保証人による融資 

自ら居住する住宅の新・増築 

市内に１年以上居住の勤労者 

利　率 償還期間 限度額 利子補給 
対象資金 

経済活性化対策資金 
経営振興資金 
夏期資金 
年末資金 
店舗改装資金 
 
 
 
中小企業者設備改良資金 
 
小規模企業者小口資金 
 
 
勤労者住宅建設資金 
消費者資金 

○ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 

500万 
250万 
200万 
200万 
1300万 

 
800万 

 
1500万 

 
750万 
750万 
50万 
800万 
50万 

年2.3% 
年2.5% 
年2.6% 
年2.6% 
年3.0% 
年2.7% 
年3.0% 
年2.7% 
年3.0% 
年2.7% 
年2.50% 
年2.70% 
年2.50% 
年3.4% 
年3.0%

１年以内 
１年以内 
4ヶ月以内 
5ヶ月以内 
12年以内 
5年以内 
12年以内 
5年以内 
10年以内 
5年以内 
3年以内 
5年以内 
1年以内 
18年以内 
30ヶ月以内 



韮崎市環境基本計画策定基礎調査 
「環境に関するアンケート調査」の結果がまとまりました。 

　
現
在
、韮
崎
市
で
は
、市
民
・
事
業
者
の
み
な
さ
ん
と
協
働
し
て
、市
の
豊
か
な
環
境
を
守
り
、育
て
て
い
く
た
め

に
、韮
崎
市
環
境
基
本
計
画
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。 

　
計
画
の
策
定
は
、市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
や
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、市
の
環
境
の
特
性
や
環
境
上
の

課
題
を
抽
出
し
、そ
こ
か
ら
望
ま
し
い
環
境
像
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。そ
し
て
、そ
の
た
め
の
具
体
的
な
施
策
、行

動
指
針
な
ど
を
定
め
た
素
案
を
作
り
、素
案
の
調
整
な
ど
を
経
て
計
画
の
決
定
と
な
り
ま
す
。 

　
今
回
は
、昨
年
11
月
に
実
施
し
ま
し
た
、「
環
境
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」の
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の

で
、そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。ま
た
、こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
、今
後
の「
韮
崎
市
環
境
基
本
計
画
」の
策
定

に
反
映
さ
せ
て
い
き
ま
す
。 

アンケートの概要 
調査地域　市内全域 
対　　象 
市内在住の成人　1,000人（無作為抽出） 
市内の中学生　　 　 68人 
市内の小学生　　　159人 
市内の事業者　　　600事業所 
中学生　市内2校の2年生各校１クラス 
小学生　市内5校の5年生各校１クラス 
事業者　無作為抽出 
回収結果 
住　民 529人（回収率：52.9％） 
中学生   68人（回収率：100％） 
小学生 159人（回収率：100％） 
事業所　340事業所（回収率：56.7％） 

0 5 10 15 20 25

空気のさわやかさ、 
きれいさ 

かおり 

水辺のきれいさ 

まわりの静けさ 

星の見やすさ 

野生動物の豊かさ 

緑の豊かさ 

文化財の豊かさ 
 

まち並みの美しさ 

まちの清潔さ 

空気のさわやかさ、 
きれいさ 

におい（悪臭がしない） 

水辺のきれいさ 

まわりの静けさ 

星の見やすさ 

野生動物の豊かさ 

自然の緑の豊かさ※ 

文化財の保全状態 
 

まち並みの美しさ 

地区内の清潔さ 

計画的な道路整備 

不法投棄防止 

生活活動に伴う 
水質汚染対策 

ごみ減量化の推進 

公園緑地整備 

リサイクル活動の推進 

ごみのポイ捨て防止 

地球温暖化対策 

自動車騒音の防止 

公共交通機関の整備 

21.6
18.1

15.3

2.5
0.6

7.1

8.8
10.8

6.8

5.9
4.2

7.1

6.4
5.2

14.8

6.4
0.9

9.8

13.7
13.8

15.5

4.4
10.1

5.0

9.3
9.7

1.1

18.6
12.4

8.7
成人 中学 小学 

0.0 25 50 75 100 0.0 25 50 75 100

リサイクル活動の推進 リサイクルシステムの 
整備・支援 

事業所、市、市民と 
協力できる環境づくり 

環境配慮製品の 
優先購入 

川や池の浄化 

森林保全 

公共交通の利便性向上 

野生生物保護 

オゾン層破壊物質の 
削除 

地球温暖化対策 

歩道整備 

自動車原因の 
大気汚染防止 

公園緑地整備 

 

0 5 10 15 0 5 10 15 0 5 10 15

補助金制度等の充実 

環境情報の収集、提供 

規制、監視の強化 

相談窓口の設置 

特にない 

事業所取組みをPR

指針、ガイドラインの作成 
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7.6

6.7

6.7

6.4

5.2

5.0

4.2

3.7

3.5

3.2

9.3

8.8

8.3

7.8

7.4

6.4

5.4

4.4

4.4

2.9

14.5
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8.7

8.1

6.7

6.5

5.8

4.4

3.4

3.2

36.8
45.3

48.4
48.5

59.7

23.3

45.0

59.4

25.9
23.5

73.6

54.6
58.8

79.9

18.5

12.5

15.3
13.2

30.2

14.7
31.4

36.8
40.3

69.1
78.6

25.0
42.8

2.9
20.8

8.1
8.8
8.2

15.7
17.6
21.4

33.1

25.0

8.5

11.5
44.1

4.4

6.8
13.2

5.7

16.4

28.4

22.9
58.8

48.4

19.1
20.1

7.4
8.2

5.9
6.3

58.8
44.0

48.5
42.8

あなたにとって大切な環境は、どれですか？ 

あなたは、お住まいの地区の環境について、どのくらい満足してますか？ 

市に望む環境に関する施策についてお尋ねします。 

（プラスのイメージ満足・やや満足） 

成人（上位10施策） 中学生（上位10施策） 事業者（上位10施策） 

（マイナスのイメージ不満・やや不満） 

＊「自然の緑の豊かさ」は、小学生に対しては自然の緑と公園や街路樹の緑を区別しないで合わせて質問しました。 
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あ
な
た
に
と
っ
て
の
大
切
な
環

境
と
し
て
は
、
成
人
・
中
学
生
・

小
学
生
と
も
に
、
地
区
の
環
境
へ

の
満
足
度
で
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ

（
満
足
・
や
や
満
足
）
が
強
か
っ

た
「
空
気
の
さ
わ
や
か
さ
、
き
れ

い
さ
」、「
緑
の
豊
か
さ
」
が
多
く

選
ば
れ
て
お
り
、
良
好
な
環
境
を

大
切
と
考
え
て
い
る
様
子
が
伺
え

ま
し
た
。

成
人
・
中
学
生
で
は
、
地
区
の

環
境
へ
の
満
足
度
で
マ
イ
ナ
ス
の

イ
メ
ー
ジ
（
不
満
・
や
や
不
満
）

が
強
か
っ
た
「
ま
ち
の
清
潔
さ
」

に
つ
い
て
も
大
切
な
環
境
と
し
て

多
く
選
ん
で
お
り
、
市
に
望
む
施

策
と
し
て
も
ご
み
に
関
す
る
も
の

が
上
位
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
市
の
美
化
・
ご
み
に
関
し
、

問
題
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
伺
え

ま
し
た
。

小
学
生
で
は
、
地
区
の
環
境
へ

の
満
足
度
で
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ

が
強
か
っ
た
「
星
の
見
や
す
さ
」

が
多
く
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

事
業
者
に
つ
い
て
は
、
市
に
望

む
施
策
と
し
て
、
環
境
問
題
に
取

組
む
た
め
の
体
制
づ
く
り
や
情
報

提
供
が
多
く
選
ば
れ
て
い
ま
し

た
。

●
お
問
い
合
わ
せ
　

市
民
生
活
課
環
境
室
環
境
保
全
係

（
1
内
線
１
２
２
）
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農
業
者
の
代
表
と
し
て
、
地
域
農
業

の
振
興
に
幅
広
く
活
躍
い
た
だ
く
農
業

委
員
会
委
員
の
選
挙
が
７
月
７
日（
日
）

に
行
わ
れ
ま
す
。
今
回
の
選
挙
は
、
農

業
委
員
会
の
委
員
の
う
ち
選
挙
に
よ
る

委
員
を
決
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

次
の
と
お
り
執
行
さ
れ
ま
す
。

告
示
日
　
　
６
月
30
日（
日
）

投
票
日
　
　
７
月
７
日（
日
）

立
候
補
の
届
出

６
月
30
日（
日
）午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時
　
市
役
所
４
階
大
会
議
室

選
挙
に
よ
る
委
員
定
数
　
　
24
名

次
の
選
挙
区
ご
と
に
行
わ
れ
ま
す
。

第
１
選
挙
区（
韮
崎
地
区
・
穂
坂
町

の
区
域
）

定
数
７
人

第
２
選
挙
区（
藤
井
町
・
中
田
町
・
穴

山
町
の
区
域
）

定
数
６
人

第
３
選
挙
区（
円
野
町
・
清
哲
町
・
神

山
町
の
区
域
）

定
数
４
人

第
４
選
挙
区（
旭
町
・
大
草
町
・
竜
岡

町
の
区
域
）

定
数
７
人

被
選
挙
権
・
選
挙
権

市
内
に
住
所
を
有
し
、
10
ア
ー
ル
以

上
の
農
地
を
耕
作
す
る
人
及
び
60
日
以

上
耕
作
に
従
事
す
る
同
居
の
親
族
ま
た

は
そ
の
配
偶
者（
全
て
20
歳
以
上
）で
、

本
年
１
月
１
日
現
在
の
選
挙
人
名
簿
登

載
申
請
書
に
基
づ
き
、
３
月
31
日
に
確

定
し
た
選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い

る
人

投
　
票

選
挙
区
ご
と
に
立
候
補
者
数
が
定
数

国
民
健
康
保
険
加
入
者
（
原
則
と

し
て
国
民
健
康
保
険
税
完
納
者
）
に

は
次
の
貸
付
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

出
産
費
資
金
貸
付
制
度

対
象
者

出
産
予
定
日
ま
で
１
ヶ
月

以
内
の
方
及
び
、
妊
娠
４
ヶ
月
（
85

日
）
以
上
の
方

貸
付
限
度
額

24
万
円
以
内

申
請
方
法

保
険
証
、
母
子
健
康
手

帳
、
印
鑑
を
持
参
し
、
市
役
所
に
あ

る
申
請
書
で
申
し
込
み
ま
す
。（
妊
娠

４
ヶ
月
以
上
で
の
申
し
込
み
の
場
合

は
、
医
療
機
関
発
行
の
請
求
書
又
は

領
収
書
が
必
要
で
す
。）

支
払
方
法

申
込
者
の
指
定
す
る
口

座
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

高
額
療
養
費
支
払
資
金
貸
付
制
度

対
象
者

入
院
等
で
医
療
機
関
へ
の

支
払
が
高
額
と
な
り
、
高
額
療
養
費

の
支
給
を
受
け
ら
れ
る
方

貸
付
限
度
額

高
額
療
養
費
支
給
見

込
額
の
９
割

申
請
方
法

保
険
証
、
印
鑑
を
持
参

し
、
市
役
所
に
あ
る
申
請
書
で
申
し

込
み
ま
す
。

支
払
方
法

申
込
者
の
指
定
す
る
口

座
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

市
民
生
活
課
市
民
室
国
保
医
療
係

（
1
内
線
１
１
６
・
１
１
７
）

６
月
は

『
外
国
人
労
働
者
問
題
啓
発
月
間
』

経
済
社
会
の
国
際
化
の
進
展
に
伴

い
、
就
労
を
目
的
と
し
て
わ
が
国
に
入

国
、
在
留
す
る
外
国
人
が
増
加
し
て
お

り
、
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
全
体
の
１
％

以
上
に
達
し
て
い
る
も
の
と
推
計
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
外
国
人
労
働
者
の
適
正

な
雇
用
及
び
労
働
条
件
の
確
保
と
不

法
就
労
の
防
止
に
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
６
月
１
日
現
在
で
、
外
国
人

を
雇
用
ま
た
は
間
接
的
に
雇
用
し
て

い
る
事
業
主
の
方
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ

報
告（
所
定
の
様
式
を
別
途
配
布
）を

お
願
い
し
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
韮
崎
求
人
・
特
別
援
　

助
部
門
　
　
（
1
２
２-

１
３
３
１
）

を
上
回
っ
た
場
合
に
行
わ
れ
ま
す
。

投
票
時
間
　
午
前
７
時
〜
午
後
８
時

＊
第
２
投
票
所
が「
韮
崎
市
勤
労
青
少

年
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
」か
ら「
に
ら
さ

き
文
化
村
」に
変
更
と
な
り
ま
し
た
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

開
　
票

即
日
開
票
で
午
後
９
時
15
分
か
ら
選

挙
区
ご
と
に
次
の
会
場
で
行
い
ま
す
。

第
１
選
挙
区
　
に
ら
さ
き
文
化
村

第
２
選
挙
区
　
中
田
公
民
館

第
３
選
挙
区
　
円
野
公
民
館

第
４
選
挙
区
　
大
草
公
民
館

●
お
問
い
合
わ
せ

韮
崎
市
選
挙
管
理
委
員
会

（
1
内
線
３
１
２
・
３
１
３
）

韮
崎
市
農
業
委
員
会
委
員

一
般
選
挙
の
お
知
ら
せ

国
保
加
入
者
へ
の
お
知
ら
せ

農業委員会よりお知らせ

区　　　分 作 業 内 容 平成14年度標準額

耕耘請渡

耕耘請渡

耕起1回で植付け可能な田を標準
とする　　　　　　　（10a当り）

水稲刈取り後、耕起しない田を
植付け可能に耕起する（10a当り）

機械田植え 燃料・技術者付き　　（10a当り）

燃料・技術者付き
（ヒモ代別） （10a当り）

燃料・技術者付き
（自　脱） （10a当り）

刈り取り脱穀　　　（ヒモ代別）
燃料・技術者付き　　（10a当り）

稲・麦刈り
（バインダー）

脱穀機賃金

コンバイン
作業労賃

乾燥・籾スリ

一般農作業 １日当り　　　　　　 （８時間）

60kg当り
米　　　（乾燥）
麦　　　（乾燥）
籾 ス リ

１,２００円
１,４００円
５００円

６,８００円

１５,０００円

８,５００円

麦　６,５００円

稲　７,５００円

７,０００円

１２,０００円

８,０００円

区分 農地等の区分 小作料の
標 準 額 備　　考

水

田

の

部

畑

の

部

圃場整備区域

徳 島 堰 区 域

朝 穂 堰 区 域

その他の区域

ブドウ（市内全域）

桃　（市内全域）

リンゴ（市内全域）

普通畑（市内全域）

18,000円

16,000円

14,000円

17,000円

20,000円

30,000円

30,000円

4,000円

堰費耕作者負担

堰費耕作者負担

堰費耕作者負担

デラウェアー
成園

白 鳳 成 園

つがる成園

（単位：10a当り）

※　作業内容等質的条件が異なる場合は、双方で相談してください。
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一般書
◆「いいわけ劇場」群ようこ 著
化粧に命をかける年増ＯＬ、食欲だけに生き甲斐を見出す

3人家族、買い物依存症の女、娘を溺愛する新米パパ…。何
かに依存するあまり、どこか本末転倒な人々を描く小説集。
◆「ザ・ジョーカー」大沢在昌　著
着手金は100万。仕事は「殺し」以外のすべて…。私立探

偵にも逃がし屋にも依頼できないトラブルを、たったひとり
で引き受ける最後のプロフェッショナル「ジョーカー」。東京
の闇と、そこで生きる男のプライドを描く。
◆「日本語観察ノート」 井上ひさし 著
人生の難局を切り抜け、難問を乗り越える。その力が「こ

とば」である。新聞投書から首相の答弁まで著者が感銘を
受けた言葉や迷言を幅広く取り上げる。

児童書
●「どこからくる？けいたい電話の電波」小葉竹ゆみ　著
けいたい電話は、なぜどこにいてもつながるの？疑問に
思った著者は、そのしくみを調べ始める。図書館や書店に
通い、本の山にうもれて調べるうちに、電波の正体も見え
てきた。

韮崎図書館ニュース 新刊情報 

●甘利児童センター
◆人形劇あそび
6月4日（火） 午前10：30～１１：30

◆おもちゃ作り
6月6日（木） 午前10：30～１１：30
講　師　ボランティアサークル　ポラン

◆パソコン教室（対象：小学生）
6月13日（木） 午後2：30～4：30
講　師　畑野長治先生

◆パソコン教室（対象：大人向け）
6月25日（火） 午前10：30～11：30
講　師　畑野長治先生

図書館流通センター「週刊新刊全点案内」1270号より

●北東児童センター
◆子育て広場講演会
6月13日（木） 午前10：30～１１：30
講　師　北巨摩教育事務所　地域教育推進担当　

小宮山英人先生
◆パソコン教室（対象：小学生）
6月14日（金） 午後2：30～4：30
講　師　畑野長治先生

◆親子ストレッチ教室
6月20日（木） 午前10：30～１１：30
講　師　韮崎市体育指導委員　野尻美穂子先生　

小池すみ子先生
◆作ってあそぼう『七夕飾り』
6月27日（木） 午前10：30～11：30 子育て支援センターにいらっしゃいませんか！

●子育て講習会「親子救急法」
6月4日（火） 午前10：30～11：30（支援センター）
講師　　韮崎市保健師

●子育てトーク
6月5日（水）・7月3日(水） 午前10：30～11：30（支援センター）

●子育て講座「第2回親子エアロビクス教室」
6月11日（火） 午前10：30～11：30（藤井保育園遊戯室）
講師　斉藤晴美先生　※室内シューズをご用意下さい。

●水遊びを楽しもう「色水・シャボン玉」
6月19日（水） 午前10：00～

●誕生会に参加しましょう。（藤井保育園遊戯室）
6月25日（火） 午前10：00～10：40

※保育園開放日は毎週水曜日午前10：00～12：00
子育て相談　 （面談　　午前8：30～12：00）

（電話相談午前8：30～ 5：00）
■問い合わせ
韮崎市地域子育て支援センター（藤井保育園内）

ＴＥＬ 23-7676（ＦＡＸ兼用）

児童センターの行事について明記がないかぎり、会場は各児童
センター、対象者は0歳～6歳の幼児と保護者

北東児童センター　123-5550
甘利児童センター　123-1535
北西児童センター　122-1775

◆「十二歳」椰月美智子　著　
今確かにここにある、十二歳のリアリティ。放課後のポート

ボール、いじめ、寝たきりのおばあちゃん、親友、教科書の落
書き…。十二歳の私は、悲しいくらい変化していく。講談社児
童文学新人賞受賞作品。

◆◆◆今月のおはなし会◆◆◆
今月は「としょかんまつり」にかえさせていただきます。

◆◆◆今月の朗読のつどい◆◆◆
6月8日(土) 午後1時30分から3階和室　　　　
◆◆◆今月のお休み◆◆◆
6月　3・10・17・24・28日

お問い合わせ　市立図書館(市民会館内)
1２２－１１２１

●北西児童センター
◆人形劇遊び

6月7日（金） 午前10：30～11：30
◆子育て広場（救急法）

6月11日（火） 午前10：30～11：30
講　師　日本赤十字社　山梨県支部職員

◆パソコン教室（対象　小学生）

6月14日（金） 午後2：30～4：30
講　師　内藤佑介先生

◆作って遊ぼう『七夕飾り』

6月28日（金） 午前10：30～11：30

「としょかんまつり」のお知らせ
日時 6月22日(土) 午後1時30分から3時30分（受付1時から）
場所 市民会館５階大ホール
内容 幼児から小学生向け。劇団ちちんぷいぷいによる

人形劇や、ボランティアや職員の出し物など、楽し
い催しがいっぱいです。皆さんでおいでください。



あの日あの時あの場所で 
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サッカーフェスティバル
第22回武田の里サッカーフ
ェスティバル・中学生の部
が4月28・29日の２日間に
わたり韮崎中央公園陸上競
技場他で県内外から16チー
ムの参加により開催されま
した。市内からは韮崎西中
学校・韮崎東中学校が参加
し、熱戦を繰り広げました。

このコーナーに
 

写真・情報を 

お寄せください
 

みんな友達になってねQ

野々香（ののか）さん
（平成13年８月28日生）

本町一丁目12-36
高山尚己・恵美さん長女

韮崎東中vsFCジュスティ

韮崎西中vs桐蔭学園

5月12日韮崎市営体育館で、

第47回韮崎市体育祭り総合開

会式が行われました。

開会式の後ソフトボール・卓

球・バドミントン・テニスの試合

が行われました。

5月12日実施分試合結果（下表） 選手宣誓　穴山地区　小林守さん

韮崎市体育祭り開会

優　　勝 準優勝 第3位 

ソフトボール 

卓 球  

バドミントン 

テ ニ ス  

韮 崎 町  

藤 井 町  

竜 岡 町  

藤 井 町  

清 哲 町  

大 草 町  

清 哲 町  

韮 崎 町  

穂 坂 町  

穂 坂 町  

旭 町  

中 田 町  

穴 山 町  

旭 町

 

清 哲 町  

韮崎市市町村合併推進委員会設置
市民代表の20名で構成される韮崎

市市町村合併推進委員会が設置さ
れ、4月30日韮崎市役所において、
委嘱状交付式が行われました。委員
の皆さんには、“将来の私たちの地
域の在り方”に関わる市町村合併に
ついて審議していただくこととして
います。
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韮崎市では、姉妹都市「米国・フェアフィールド市」との
交流の一環として、高校生の交換留学による相互交流を行っ
ています。今年も、7月中旬から3週間の日程で高校生と引率
者の7名（予定）が韮崎市を訪れます。
そこで、広報4月号においても募集しましたが、彼らと共に

生活を楽しんでくれる『ホスト家庭』を再度募集いたします。
受け入れについては気楽な気持ちで、特別な準備もいりま

せん。身近で国際交流を体験できる良い機会です。市民の皆
様の積極的なご応募をお待ちしています。
応募締切り日：2次募集につき定員になりしだい締め切らせ　

て頂きます。
申込・問い合せ：国際交流実行委員会事務局

総務課総務室総務係（内線312・313）

まもなく創立30周年を迎える韮崎
市民合唱団では、年齢男女を問わず、
団員を募集しております。

●練習日 毎週金曜日　午後8時～10時
●練習会場 市民会館5階大ホール
●連絡先　 団長　林 紘子　122-0188
※直接会場におでかけ下さっても結構です。

韮崎スポーツクラブでは、小・中学生を対象にゴルフ教
室を開催します。あなたもこの機会にゴルフのレッスンを
始めてみませんか？

指 導 者 韮崎市ゴルフ連盟強化員
開催場所 韮崎ゴルフ

（施設使用料、ボール代金は自己負担）

お申し込み・お問い合わせ
「韮崎スポーツクラブ事務局」

121-2255

ゴルフを
楽しもう！

「峡北地区音楽を楽しむ集い」2月24日

市教育委員会では、パソコン教室の開催を予定し

ています。講習内容に沿って指導できる指導者又は

助手の方を募集します。（小学生から高齢者までどな

たでも可、若干の謝礼あり。）

講習内容 ①初心者を対象とした基礎講習

②Word基礎講習

③Excel基礎講習

会　　場

市民会館3階小会議室

申込期限

6月28日（金）まで

申込・問い合せ

生涯学習推進室社会教育係（1内線223）

LIFE にらさき 

「合唱団員」募集します！！「合唱団員」募集します！！

平成１４年度姉妹都市高校生ホームステイ事業 

 ホストホストファミリーを募集ファミリーを募集！！  ホストホストファミリーを募集ファミリーを募集！！  ホストファミリーを募集！！ 

パソコン教室指導者・助手
ボランティア募集

ゴルフスクール会員募集中
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■ご存じですか免除制度■
病気やケガ、失業や災害などの経済的な理由で国

民年金の保険料を納めることが困難な方に免除制度
があります。
◎法定免除(全額免除）
生活保護法による生活保護を受けているとき
障害基礎年金（1・2級）を受給されているとき

◎申請免除（全額免除・半額免除）
所得がないとき
災害などの理由で保険料が納められないとき
＊ただし、学生は除く

◎学生納付特例制度
学生本人の所得が一定額以下のとき、申請すれば

保険料を後払いにできます。

ゆとりができたら追納を！
免除を受けた期間や学生納付特例の期間は、10年

前までさかのぼって納めることができます。
追納をせず、免除期間・学生納付特例期間のまま

で年金を受け取る場合、年金額の計算について、免
除された期間は納めた期間に比べ3分の1（全額免除）
または3分の2（半額免除）の額となり、また、学生納
付特例期間は年金額の計算に算入されません。
生活に余裕ができたときには追納をして、皆と同

じ年金を受け取りましょう。
追納の手続きは竜王社会保険事務所で行います。

●お問い合わせ
市民生活課市民室国民年金係（1内線114・115）
竜王社会保険事務所　　　　（1055-278-1100）

7ヵ国語で話そう ◆言葉と国際交流◆

日　時 6月21日（金） 午後7:00～ 8:30 
会場：中道町中央公民館大会議室

6月22日（土） 午後2:00～ 4:00
会場：県国際交流センター（甲府市飯田）

参加費 無料（無料託児あり）
主　催 言語交流研究所・ヒッポファミリークラブ
●申し込み・問い合わせ先

1055-251-5104（竹内）

教育講演会のご案内
市民講座のご案内

ガス溶接技能講習を受けてみませんか
ガス溶接･ガス溶断の作業を行うには､労働安全衛生法によ

り､ガス溶接技能講習会を受講しなければなりません。韮崎工
業高校では毎年夏休み中に（社）日本溶接協会の講習会を学生
向けに実施しております。市民の方で受講希望者がいました
ら、本校まで連絡ください。
実施日時 7月23日(火)･24日(水)午前9時～午後5時
場　　所 韮崎工業高等学校
実施最少人数 30名
費　　用 約8,000円
連　　絡 韮崎工業高校電子機械科　金田(122-1531)

6月14日（金)までに連絡願います｡

年金からのお知らせ

国際化の進展に対応し、外国語学習を通じて、子ども
たちの外国語コミュニケーション能力の向上と、国際感
覚を増進することを目的に実施します。
実施会場 韮崎市民会館（４Ｆ大会議室、５Ｆ大ホール）
実施期間 8月～12月（予定）
対象者 市内小学校の生徒　3～6年生
講座内容 各コース10回（1回90分）、体験学習1回（1日）

土曜日の午前・午後、日曜日の午前
募　集 6コース　各20名　合計120名
＊６月下旬に学校を通して詳細内容及び申込用紙を配付。
参加費 1,500円（予定）
●お問い合わせ 韮崎市教育委員会生涯学習推進室　

（1内線223）

◎水彩画入門－基礎講座－
日　時 6月14日（金）～11月15日（金）全6回

午後1：30～3：30
場　所 韮崎市民会館4階大会議室及び1階工芸室
講　師 三井　桂　氏
定　員 20名

◎中高年のための健康ダンス・ハワイアンフラダンス
日　時 7月4日（木）～8月22日（木） 全5回

午後1：30～3：30
場　所 韮崎市民会館５階大ホール
講　師 清水　マサ子　氏
定　員 30名
参加申込み 市中央公民館（122-1121）

◎「語りで楽しむ昔話－かちかち山・八ヶ岳と富士山－」
～甲州弁バージョンで

日　時 6月21日（金） 午後1時～2時
場　所 韮崎市民会館５階大ホール
講　師 河野　司　氏

町 名 が 変 わ り ま す

韮崎市韮崎町岩下
韮崎市韮崎町上ノ山が

韮崎市岩下
韮崎市上ノ山に変わります

７月１日より

韮崎市ホームページアドレス　http://www.city.nirasaki.yamanashi.jp/

韮崎市子ども外国語学習

老　壮　大　学
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Q:検診で不整脈があると言われました。
A:心臓は静かにしている状態では1分間に約50回から80回で規則正しく拍動しています｡心臓の拍動数が異常に多
くなったり､逆に少なくなったり､あるいは規則的な拍動が乱れることを不整脈と言います｡
不整脈が起こると動悸､息切れ､めまい､失神を訴える事もありますが､全く症状がないこともあります｡不整脈の中

には放っておいても良いものから､突然死を引き起こすものまで様々なものがあります｡また､同じ種類の不整脈で
も状況によっては治療が必要なこともあるし､治療が必要でないこともあります｡
不整脈があると言われたら､まず不整脈の種類を正確に診断する必要があります｡不整脈はいつも出ているわけ

ではありませんので､診察しているときや､心電図を録っているときに運良く記録されるとは限りません｡この場合は
24時間記録できる携帯型の心電計(ホルタｰ心電計)を使用します｡24時間心電図を記録すること
で不整脈を捕まえる機会が飛躍的に増加します｡
直接心臓とは関係ありませんが､心房細動という不整脈が原因で脳梗塞を起こすことがあり

ます｡この場合は不整脈に対する治療と並行して､脳梗塞を予防する治療も必要となります｡
循環器の専門医を受診し､相談して下さい｡

市立病院・副院長　小森　貞嘉　

各種税金の支払いは、便利な口座振替で！　詳しくは税務室まで（内線155・156）

健康Q&A 「不整脈」 

※持ち物（健　　診）母子健康手帳・バスタオル・保険証・印鑑
（教　　室）各種健康手帳・筆記用具・教室に応じて体操のできる服装
（相　　談）各種健康手帳
（予防接種）母子健康手帳・問診票６月の健康カレンダー

H14年　2月生

H13年 11月生

H13年　7月生

H12年 11月生

H11年　5月生

H12年　5月生 母 親 学 級

ツ ベ ル ク リ ン
反 応 検 査

B C G

1日̃15日生

PM 1:00̃

16日̃31日生

PM 1:30̃

※都合の悪い

方はPM2:00

までに受付を

済ませてくだ

さい。

対　象検　診 健診日 受付時間 会　場

受付時間 会　場

機 能 訓 練 教 室

予防接種

相　談
母子健康手帳交付
一 般 健 康 相 談 PM１：30

～4：00

AM9：30
～

PM4：00

保健福祉
センター

（市立病院北）
PM1：30

AM9：30

PM1：30

保健福祉
センター

（市立病院北）

実　　施　　日

1日(土) 初産婦：育児について

10日(月) 初産婦：栄養について
21日(金) 初産婦：育児について

Ｈ10.7～13.3月生　 11日（火）
Ｈ10.8～13.12月生　25日（火） PM１：30

～2：30
PM１：30
～2：30

市民総合運
動場体育館

6月3・5・7・10・12・14・17・
19・21・24・26・28日保健福祉

センター
（市立病院北）

育 児 相 談

離 乳 食 教 室 17日(月) 対象：H14年1月生

毎週月・金曜日

24日(月)

4 カ 月 児

7 カ 月 児

1 1 カ 月 児

1 歳 6 カ 月 児

3 歳 児

2 歳 児 歯 科 健 診

18日(火)

19日(水)

20日(木)

11日(火)

13日(木)

12日(水)

実　施　日 受付時間 会　場教　室

時　間 会　場対　象

栄 養 相 談 6月27日(木)・7月2日（火）
※要予約123-4310

AM9：30̃
PM3：30

接種日

マタニテイビクス教室 28日（金）

6/11 ツ反応検査　 13日（木）

6/25 ツ反応検査　 27日（木）

AM9：00
～

結婚相談所
（市民会館３階）
各地区相談所

項　目 実　施　日 実施時間 会　場 相　談　内　容

心 配 ご と
相 談

毎 週 月 曜 日
AM10‥00～

PM3‥00
市 役 所

生活・身の上等の日常生活の悩み
に関する相談

子 ど も の
相 談

毎 週 木 曜 日
AM10‥00～

PM4‥00
市 民 会 館

子どもの教育など子育てに関する
悩みの相談

結 婚 相 談 毎週日・水・金曜日
AM9‥00～

PM4 ‥00
結婚相手の紹介や相談に応じ、幸
せな家庭が築けるよう協力します

行 政 相 談 毎月第1～3月曜日
PM1‥00～
PM 3 ‥00

市 役 所
国や県、市の行政などについての
相談

いじめなど
の教育相談

毎週月・火・水曜日
AM9‥30～

PM4‥00
市 民 会 館

いじめ問題に関する学校教育カウ
ンセリング

● 5月の医療費●

市が5月に病院などに支払った
医療費をお知らせします。

国民健康保険　 102,612,470円
（前月比10.88％増）

＊1人当り　 12,875円
老人保健　　　 243,877,685円

（前月比6.59％増）
＊1人当り　 52,537円

健康に気をつければみんなの負
担（保険税）が軽くなります。医療
費の節約に、ご協力ください。

そうだん



5
水
藤井町駒井・鳥居・絵見堂
・蔵の前・相垈・道下

6
木 中田町全区

7
金 穴山町全区

8
土

9
日

10
月 円野町全区

11
火 清哲町全区

12
水 静心寮

13
木 神山町全区

14
金 旭町北割

15
土

16
日

17
月 旭町中割・南割

18
火 大草町全区

19
水

祖母石・一ツ谷・水神町
・1 ～ 3 丁目・西町・天神町

20
木

竜岡町全区

21
金 老壮大学

22
土

23
日

24
月

4・5丁目・若宮町・旭町・日の出町

・富士見ヶ丘・中島町・高河原

25
火
富士見 1 ～ 3 丁目・岩下・
上の山

26
水
穂坂町日の城・三之蔵・
上の原・権現沢

27
木 穂坂町上今井・原・長久保

28
金 穂坂町三ツ沢上、下・飯米場

29
土

30
日

7/1
月
穂坂町柳平・宮久保
・鳥の小池

2
火
藤井町上野・坂井・北下条
・南下条

3
水

4
木 中田町全区

＝老人福祉センターバス＝

こぶし号
６月の巡回日程
変更のある場合には、各地区の代表者
を通じて連絡します。

藤井町駒井・鳥居・絵見堂
・蔵の前・相垈・道下

発行所―山梨県韮崎市役所（〒407-8501 韮崎市水神一丁目３番１号　電話0551-22-1111）編集一企画財政課企画財政室一・印刷一（株）サンニチ印刷・毎月１日発行
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す
。

6月のカレンダー

高脂血症健康教育
社放研ほほえみ PM ８：00～竜岡公民館
介護保健定例相談会
保健福祉センター相談室
ＡＭ9：30～ＰＭ4：00

高脂血症個別健康教育

初級・中級手話講習会
PM ７：00～市役所別館

初級・中級手話講習会
PM ７：00～市役所別館

5
水

21
金
市体育祭り（野球決勝戦予備日）
老壮大学　PM12：50～　市民会館

6
木
初級・中級手話講習会

PM ７：00～市役所別館
22
土

7
金

23
日

8
土

24
月

9
日

社放研もみじ PM ８：00～藤井公民館
市体育祭り
バレーボール一般男女、野球

25
火

10
月

26
水

11
火

27
木

市民栄養相談（要予約２３－４３１０）
初級・中級手話講習会

PM ７：00～市役所別館

12
水

28
金

13
木

29
土

14
金
市体育祭り（野球決勝戦）

30
日

15
土

16
日

7/1
月
国民健康保険税第２期納期限
介護保険料第２期納期限

17
月

２
火
市民栄養相談（要予約２３－４３１０）
社放研すずらんPM１：30～市民会館

18
火
社放研あすなろ AM10：30～市民会館
高血圧個別健康教育

３
水

19
水
糖尿病個別健康教育

４
木

20
木

武田の里婦人大学 PM 1：30～市民会館
初級・中級手話講習会

PM ７：00～市役所別館

市の人口 男　　　16,356人
（ 5月 1 日現在） 女　　　16,741人
世帯数　11,655世帯 計　　　33,097人
対前月比　＋49世帯 対前月比 ＋57人
（国勢調査をもとにした常住人口32,670人・10,828世帯）

市民憲章（昭和44年10月制定）

1 自然を愛し、美しいまちをつくりましょう。

1 勤労を尊び、豊かなまちをつくりましょう。

1 教養を高め、文化のまちをつくりましょう。

市の花　つつじ
（昭和43年10月制定）

市の木　こぶし
市の鳥　チョウゲンボウ
（平成元年 4 月制定）

市体育祭り（野球予備日）


